
 

平 成 2 5 年 ７ 月 1 6 日 

東京電力株式会社 
柏崎刈羽原子力発電所 

区分：Ⅲ 

号機 ６／７号機 

件名 廃棄物処理建屋（管理区域）におけるけが人の発生について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不適合の 

概要

  
 

 

平成 25 年７月 16 日、６／７号機廃棄物処理建屋地下２階（管理区域）において、建

屋壁貫通部の点検修理作業に従事していた協力企業作業員が、はしごを昇っている際に

誤って落下し負傷したため、午後２時 48 分頃救急車を要請し病院へ搬送いたしました。

 なお、作業員の身体に放射性物質の付着はありませんでした。 

安全上の重

要度／損傷

の程度 

 
＜安全上の重要度＞ 

 
安全上重要な機器等 ／ その他設備 

 
＜損傷の程度＞ 

□ 法令報告要 
■ 法令報告不要 
□ 調査・検討中 

対応状況 

 

現在、病院において診断、処置を受けております。 

また、今回の事例について関係者へ注意喚起を図り、同様の事象が発生しないように

努めてまいります。 

 

 
はしご高さ約３ｍ 

落下場所 

 



 
 ６／７号機廃棄物処理建屋（管理区域）におけるけが人の発生について 
 

 
柏崎刈羽原子力発電所

屋外 

展望台

 

 

柏崎刈羽原子力発電所６／７号機  

廃棄物処理建屋 地下２階 

発生場所 
（地下２階通路） 


